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307円/回
利用開始から12ヵ月超5円減

　　　

　　　場合は、これに該当しません。

Ⅰ交通費　　サービス提供地域以外にお住いの方は、1回の訪問につき300円を別途お支払いいただきます。

　　　　（但し、中山間地域等の訪問リハビリテーション加算対象者を除きます）

　《留意事項》

●　介護保険の給付範囲を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。

●　介護負担割合証の割合に準じた利用料金となります。

●　減算項目「リハビリ計画の作成に係る診療を行わなかった場合」は、さざ・煌きの里在宅サービス利用時に診療を行った　　　　

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5％を加算

事業所評価加算（予防給付のみ） 120円/月
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事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行
わなかった場合の減算

50円/回

同一建物居住者へサービス提供する場合 所定単位数の10％を減算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 6円/回

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ　・　ﾛ（介護のみ） (B)イ　450円/月　・　（B)ﾛ　483円/月

短期集中リハビリテーション実施加算 200円/日

さざ・煌きの里訪問リハビリテーション
ご利用料金表

◆訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション◆

令和3年8月1日現在
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基本料金（1単位：20分） 307円/回

※1回の訪問につき、40分（2単位）の訪問リハビリテーション実施を標準としています。
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